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障
害
者
自
立
支
援
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細
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一
部
を
改
正
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る
規
則
を
こ
こ
に
公
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す
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。
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八
年
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月
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日

青
森
県
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事
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村

申
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森
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規
則
第
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十
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号

青
森
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

施
設
設
置
届
出
書
等)

第
七
条

法
第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
者
支
援
施
設
設
置
届
出
書

(

第
十

号
様
式)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

政
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
障
害
者
支
援
施
設
休
止

(

廃
止)

届
出

書

(

第
十
一
号
様
式)

に
よ
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
障
害
者
支
援
施
設
変
更
報

告
書

(

第
十
二
号
様
式)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
号
様
式
の
記
の
１
中

｢種
類
｣

を

｢種
類
(障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者

に
あ
っ
て
は
､
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
も
記
載
す
る
こ
と
｡
)
｣

に
改
め
、
同
記
の
７
中

｢短

期
入
所
｣

を

｢障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
(施
設
を
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
｡
)
､
地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
又
は
福
祉
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業
｣

に
、

｢種
類
｣

を

｢種
類

(短
期
入
所
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
る
｡
)
｣

に
、

｢入
所
定
員
｣

を

｢利
用
定
員
｣

に
改
め

る
。第

九
号
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式
の
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に
次
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様
式
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加
え
る
。
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平
成
十
八
年

十
二
月
八
日

(

金
曜
日)

第
二
千
七
百
十
五
号



( )青 森 県 報平成18年12月８日 金曜日 第2715号 2
第
１
０
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

番
号

年
月

日

青
森
県
知
事

殿

市
町
村
長

印

障
害
者
支
援
施
設
設
置
届
出
書

障
害
者
支
援
施
設
を
設
置
し
た
い
の
で
、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
８
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

２
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
内
容

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

４
事
業
内
容
及
び
運
営
の
方
法

５
利
用
定
員

６
職
員
の
定
員

７
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

（
添
付
書
類
）

１
建
物
の
図
面

２
主
な
職
員
の
履
歴
書

３
収
支
予
算
書

注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
１
１
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

番
号

年
月

日

青
森
県
知
事

殿

市
町
村
長

印

障
害
者
支
援
施
設
休
止
（
廃
止
）
届
出
書

障
害
者
支
援
施
設
を
休
止
（
廃
止
）
し
た
い
の
で
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
４
３
条
の
４
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。記

１
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

（
）

（
、

。）
２

休
止
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
休
止
の
場
合
は
休
止
の
予
定
期
間
も
記
載
す
る
こ
と

３
休
止
（
廃
止
）
の
理
由

４
現
に
便
宜
を
受
け
、
又
は
入
所
し
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置

５
建
物
及
び
設
備
の
処
分
方
法

注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
介

護
保
険
法
施
行
令

(

平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号)

第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
及
び
同
月
二
日
収
去
さ

せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公

表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成18年12月８日 金曜日 第2715号3

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
青
森
県
社
会
福
祉

協
議
会

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
三
〇

平
成

��･

��･

��

第
１
２
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

番
号

年
月

日

青
森
県
知
事

殿

市
町
村
長

印

障
害
者
支
援
施
設
変
更
報
告
書

下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
４
３
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

報
告
し
ま
す
。

記

１
施
設
の
名
称

（
変
更
前
）

（
変
更
後
）

２
施
設
の
所
在
地

（
変
更
前
）

（
変
更
後
）

３
変
更
の
内
容

４
変
更
の
理
由

５
現
に
便
宜
を
受
け
、
又
は
入
所
し
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置

注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成18年12月８日 金曜日 第2715号 4

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海

岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
中
す
う
用
配
合
飼

料中
す
名
人

18.10
17.6

3.3
0.96

0.75
2.6

5.1
―

―
―

―
2,840

13.2
―

マ
ル
中
印
種
豚
飼
育
用
配
合

飼
料
ミ
ル
パ
ワ
ー

18.10
16.6

4.6
0.90

0.65
3.4

5.8
―

―
―

75.7
―

13.2
―

マ
ル
中
印
若
令
牛
育
成
用
配

合
飼
料

α
メ
リ
ッ
ト
育
成

18.10
16.8

3.4
0.94

0.54
5.3

6.1
―

―
―

70.1
―

12.8
―

み
ち
の
く
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海

岸
24の
９

ら
く
の
う
青
森
農
業

協
同
組
合

上
北
郡
野
辺
地
町
字

大
月
平
33の
１

雪
印
配
合
飼
料

も
り
も
り
く
ん

18.10
16.2

3.6
0.86

0.54
4.2

5.6
―

―
―

―
―

13.6
―

農
事
組
合
法
人
デ
ィ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
北
栄
北
栄
工

場上
北
郡
東
北
町
字
夫
雑
原

449の
４

同
左

北
栄
カ
ウ
フ
ー
ド
２
号

18.11
8.5

2.3
0.39

0.26
8.5

3.3
―

―
―

37.8
―

49.2
―
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( )

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
地
域
の
指
定
の
案
の
縦
覧

青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森

県
条
例
第
七
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
地
域

(

以
下

｢

保
全
地
域｣

と
い
う
。)

を
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
次
の

と
お
り
保
全
地
域
の
指
定
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
保
全
地
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
縦
覧
に
供

さ
れ
た
案
に
つ
い
て
、
青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則

(

平
成
十
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

第
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
全
地
域
の
名
称

赤
石
川
流
域
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
地
域

二

保
全
地
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

１

森
林

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
一
ツ
森
町
字
西
赤
石
山
国
有
林
二
〇
三
〇
林
班
、
二
〇
三
一
林
班
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
弘
前
田
舎
館
黒
石
線

平
川
市
猿
賀
池
上
一
五
の
二
か
ら

平
川
市
猿
賀
富
岡
七
七
の
四
ま
で

平
成
��･

��･
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( )

の
内
、
二
〇
三
二
林
班
の
内
、
二
〇
三
三
林
班
の
内
、
二
〇
三
四
林
班
の
内
、
二
〇
三
五
林
班
、

二
〇
三
六
林
班
、
二
〇
三
七
林
班
、
二
〇
三
八
林
班
、
二
〇
三
九
林
班
、
二
〇
四
〇
林
班
及
び

二
〇
四
一
林
班
並
び
に
同
字
中
赤
石
山
国
有
林
二
〇
四
二
林
班
、
二
〇
四
三
林
班
の
内
、
二
〇

六
〇
林
班
、
二
〇
六
一
林
班
及
び
二
〇
六
二
林
班
の
内
並
び
に
同
大
字
深
谷
町
及
び
同
大
字
小

森
町
字
矢
倉
山
国
有
林
二
〇
四
五
林
班
の
内
、
二
〇
四
六
林
班
の
内
、
二
〇
四
七
林
班
の
内
、

二
〇
四
八
林
班
の
内
、
二
〇
四
九
林
班
の
内
及
び
二
〇
五
〇
林
班
の
内
並
び
に
同
大
字
一
ツ
森

町
字
東
赤
石
山
国
有
林
二
〇
五
一
林
班
の
内
、
二
〇
五
二
林
班
、
二
〇
五
三
林
班
、
二
〇
五
四

林
班
、
二
〇
五
五
林
班
、
二
〇
五
六
林
班
、
二
〇
五
七
林
班
、
二
〇
五
八
林
班
及
び
二
〇
五
九

林
班
の
内

２

河
川

赤
石
川
の
区
域
の
う
ち
、
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
一
ツ
森
町
字
中
赤
石
山
国
有
林
二
〇
四

三
林
班
に
小
班
地
先
か
ら
海
に
至
る
場
所

３

海
岸

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
、
ク
、
ケ
、
コ
、
サ
及
び
ア
の
点
を
順
次
結
ぶ
線
に

囲
ま
れ
た
区
域

ア

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
三
三
の
五
〇
と
同
字
三
三
の
一
六
の
境
界
を
基

点
と
し
て
南
西
方
向
に
五
十
五
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

イ

ア
か
ら
北
西
方
向
に
六
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

ウ

イ
か
ら
北
東
方
向
に
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

エ

ウ
か
ら
北
東
方
向
に
四
百
八
十
五
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

オ

エ
か
ら
南
東
方
向
に
三
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

カ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
川
原
地
七
七
の
三
〇
と
同
字
七
七
の
三
八
の
境
界
を

基
点
と
し
て
南
西
方
向
に
四
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

キ

カ
か
ら
南
西
方
向
に
百
六
十
五
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

ク

キ
か
ら
南
西
方
向
に
百
五
十
八
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

ケ

ク
か
ら
南
西
方
向
に
三
百
三
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

コ

ケ
か
ら
南
西
方
向
に
二
百
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

サ

コ
か
ら
南
西
方
向
に
九
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

三

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
十
日
ま
で

四

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

正

誤
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

平
川
市
岩
館
長
田
九
三
の
一
か
ら
九
三
の
三

ま
で
、
九
三
の
七
、
九
四
、
九
六
の
一
、
九

六
の
三
及
び
九
七
の
一

平
川
市
岩
館
長
田
九
七
の
一

株
式
会
社

Ｋ
ｅ
ｅ
ｐ
―
Ｏ
ｎ

平
成
��･

��･

��

第
二
七
一
一
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

障

害

福

祉

課

告
示

区
分

第
八
六
八
号

番

号

二

ペ
ー
ジ

上 段

一
七

行

第
二
項 誤

第
一
項 正
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平
成
��

･

�･

��

第
二
六
八
一
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

道

路

課

告
示

区
分

第
六
八
一
号

番

号

三

ペ
ー
ジ

全 段

表
中 行

誤

正

後 後 前
変
更
の

前
後
別

三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

後 前
変
更
の

前
後
別

三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

平
成
��･

��･

��

号
外
第
九
五
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

監

査

委

員

事

務

局

監
査
委
員

区

分

四
九

ペ
ー
ジ

上 段

三
行

監
査
委
員
林
忠
男
鶴
賀
茂
世

誤

監
査
委
員
鶴
賀
茂
世 正

平
成
��･

�･

��

号
外
第
三
四
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

公

営

企

業

課

公
営
企
業

管
理
規
程

区

分

第
二
号

第
一
号

番

号

六 四 四 三

ペ
ー
ジ

下 下 上 上 段

後
ろ
か

ら
一
三

後
ろ
か

ら
一
四

一
五

一
二

一
一

後
ろ
か

ら

九

後
ろ
か

ら

九
行

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

公
営
企
業
局｣

を

｢

青
森
県
公
営
企
業
課｣

に
、

｢

局
の｣

以
下
同
じ
。

当
該
出
先
機
関
の
長
。｣

)

第
二
号
中
週
休
日
の
振
替
等
の

別
表
第
四
中

｢
局
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
、

誤

｢

課
長｣

に
、

｢
○
○
課
長

課
員｣

を

｢

課

長

課
員｣
に
改
め
る
。

公
営
企
業
局
符
せ
ん
用
紙｣

を

｢

青
森
県
公
営
企

業
課
符
せ
ん
用
紙｣

に
、

｢
局
に｣

以
下

｢

部
長｣

と
い
う
。

当
該
出
先
機
関
の
長)

｣

第
二
号
中

｢

週
休
日
の
振
替
等｣

の

別
表
第
三
を
削
る
。

別
表
第
四
中

｢

局
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
、

正



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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第
二
号

六

下

後
ろ
か

ら
一
三

後
ろ
か

ら
一
四

一
五

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

公
営
企
業
局｣

を

｢

青
森
県
公
営
企
業
課｣

に
、

｢

局
の｣

｢

課
長｣

に
、

｢

○
○
課
長

課
員｣

を

｢

課

長

課
員｣

に
改
め
る
。

公
営
企
業
局
符
せ
ん
用
紙｣

を

｢

青
森
県
公
営
企

業
課
符
せ
ん
用
紙｣

に
、

｢

局
に｣


